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    二〇〇三年（平成十五年)４月、日本スポーツ仲裁機構(ＪＳＡＡ）

が設立された。これは、日本オリンピック委員会、日本体育協会、

日本障害者スポーツ協会からの拠出金によリ運営され、競技団体な

どが下した決定、例えば選手選考に関する決定、ドーピング検査に

関する決定などに不服を持つアスリートたちからの申し立てにより

その決定の当否を審査する機関として、わが国で初めて設置された

ものである。 

 この種の世界的な機関としては、一九八三年に設立されスイスの

ローザンヌに本部を置くスポーツ仲裁裁判所(ＣＡＳ)があるが、わが

国にはこのような紛争解決機関がなかった。わが国の典型的な紛争

解決機関である裁判所は法律上の紛争しか扱わないため、選手選考

やドーピングに閲する決定についての不服に対しては「却下」とい

う門前払いの裁判しかできない。 

 したがって、〇一年のシドニーオリンピックに際し、日本水泳連

盟の水泳の代表選手の選考方法と選考基準のあいまいさに不服を持

った千葉すず選手は前記ＣＡＳに提訴せざるを得なかった。千葉選

手の場合の裁定は、選考は公正なものだったが告知が不十分であっ

たとして、提訴費用の一部（約六十五万円）を日本水泳連盟に負担

させるというものであったが、このようにＪＳＡＡが設立されるま

では、不服を有するアスリートは多額の費用と時間と労力を費やし

てＣＡＳに解決を求めるしかなかった。 

 このようにして設立されたＪＳＡＡが対象とする競技団体などに

は、前記運営費を拠出している三団体のほか、日本アンチ・ドーピ

ング機構、各都道府県体育協会、およびこれらの団体に加盟または



 

準加盟している団体も含まれ、これらの団体の決定に不服を有する

アスリートたち（申立人）は、当該競技団体（被申立人）との間で

ＪＳＡＡの仲裁判断に委ねる旨の合意をした上で、五万円の申し立

て費用を添えて申し立てすれば仲裁手続きが開始される。仲裁は、

仲裁人候補者リストの中から申立人と被申立人によリ選定された各

一名と、それらの仲裁人から選定された仲裁人一名の合計三名によ

って進められる。なお、仲裁合意については前記団体は原則的にこ

れに応じることになっており、合意が得られない場合はまずないと

考えてよい。 

 これまでＪＳＡＡが仲裁判所を下した事例は六件あり、そのうち

競技団体の決定が取り消されたのは一件であった。六件の仲裁判所

の内容はインターネット上で公開されているが、これらをみると、

仲裁判断の基準として以下の原則が立てられている。すなわち、各

競技団体などの運営には一定の自律性が認められ、その限度におい

て仲裁機関は各技団体などの決定を尊重しなければならないが、①

競技団体などの決定がその制定した規則に違反している場合②規則

には違反していないが著しく合理性を欠く場合③決定に至る手続き

に瑕疵（かし）がある場合、または④規則自体が法秩序に違反また

は著しく合理性を欠く場合に、その決定を取り消すことができる。 

 このような基準はスポーツ界全体に当てはまるものであり、公正

で透明性の高い環境の下で、アスリートたちが思う存分日ごろの努

力の成果を競っていただきたいと思うのてある。 
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